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環境啓発施設「むさしのエコ re ゾート」における新型コロナウィルス 

感染症拡大防止対策の実施について 

 

 

令和２年 11 月８日に開館する「むさしのエコ re ゾート」では、表記対策について、下記

のとおり実施する。 

 

記 

 

１ 来館者への対応 

(1) 入口で検温、手指消毒、名前・連絡先の記入を実施する。 

(2) マスク着用、咳エチケット、こまめな手洗い、手指消毒、人との間隔の確保、大声

での会話制限などについて周知し、徹底する。 

(3) 水分補給以外の館内での飲食等は、当面の間は禁止する。 

 

２ 館内における対応 

 (1) 当面の間、２か所ある入口を１か所（芝生広場側からの入口）とする。 

 (2) 換気や館内の消毒を定期的に行う。 

 (3) 受付等に飛沫防止パネルを設置する。 

(4) 館内の混雑状況によっては、入館の制限を行う場合があることを周知する。 

 

３ 職員の対応 

定期的な検温などにより体調管理に留意し、マスク着用、こまめな手指消毒のほか、

必要に応じてフェイスガードを着用する。 

 

  


